
秋田県内建設業者の皆様  平 成 ３ １ 年 ３ 月  
秋田県建設部建設政策課 

 

《重要なお知らせ》 

解体工事業の許可に係る経過措置が平成 31 年 5 月 31 日で終了
し、6 月 1 日以降、とび・土工工事業の許可では解体工事を行う
ことができなくなります 
  

 

 建設業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 55 号）附則第 3 条第 1 項の経過措置

規定により、平成 28年 6月 1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている建設業者で、

解体工事業に該当する営業を営んでいるもの（経過措置とび・土工工事業者）は、平成 31年

5月 31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けなくても引き続き解体工事を行うこ

とができることとされています。 

 しかし、この経過措置は平成 31 年 5 月 31 日で終了し、経過措置とび・土工工事業者は、

同年 6月 1日以降、解体工事を行うことができなくなります（平成 31 年 5 月 31 日以前に請

け負った解体工事の施工を継続することもできません）。 

 平成 31年 6月 1日以降も引き続き解体工事を行おうとする場合は、経過措置期間内に速や

かに『解体工事業』の許可を受けてください。 

注 『解体工事』とは、建設業法第 3条第 1項の規定により『解体工事業』の許可が必要となる工事のみを指します。 

なお、請負代金の額が 500万円未満の解体工事のみを請け負う場合でも、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（建設リサイクル法）」に基づく解体工事業者の登録を受ける必要があります（『土木工事業』、『建築工事業』又は『解体

工事業』の許可を受けている場合を除く。）。 

注 経過措置期間内に解体工事業に係る許可の申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、

申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間に限り、解体工事業の許可を受けずに引き続き当該営業を営むことが

できます。 

 

解体工事を公共発注者（国、県、市町村等）から直接請け負おうとする場合 

 公共発注者から解体工事を請け負おうとする場合、建設業法第 27 条の 23 の規定により経

営事項審査を受けている必要があります。公共発注者から解体工事を受注しようとする経過

措置とび・土工工事業者は、解体工事業の許可取得に加え、解体工事に係る経営事項審査も

平成 31年 5月 31日までに受けてください。 

 

 

お問い合わせ先／建設業許可・経営事項審査の申請窓口 

《秋田県知事許可業者》各地域振興局総務企画部 

鹿 角 地 域 振 興 局 ℡ 0186-22-0456 由 利 地 域 振 興 局 ℡ 0184-23-4153 
北秋田地域振興局 ℡ 0186-62-1252 仙 北 地 域 振 興 局 ℡ 0187-63-3204 
山 本 地 域 振 興 局 ℡ 0185-52-6830 平 鹿 地 域 振 興 局 ℡ 0182-32-1164 
秋 田 地 域 振 興 局 ℡ 018-860-3444 雄 勝 地 域 振 興 局 ℡ 0183-73-8194 

《国土交通大臣許可業者／全般的なお問い合わせ》 

建設部建設政策課 ℡ 018-860-2425   
  

 


